
萩市出会いの場づくり応援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、萩市出会いの場づくり応援事業補助金の交付に関し必要な事項を定

めるものとする。  

 

（補助目的及び補助事業者）  

第２条 市は、少子化の一因である晩婚化及び未婚化の対策のため、「はぎ縁結び応援

団」（以下「応援団」という。）に登録された市内に事業所等の拠点がある企業、ＮＰ

Ｏ法人又は団体等（実行委員会等の任意団体を含む。）又は複数の企業・団体等の連合

体（連合体にあっては、全ての構成団体が応援団として登録されていること。）（以下

「補助事業者」という。）が実施する「出会いの場づくり応援事業」のうち、市長が認

める事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。  

 

（補助対象事業）  

第３条 この要綱において「出会いの場づくり応援事業」とは、結婚を望む独身者が参加

交流し、その後の交際につながる出会いの場を提供する事業とする。  

２ 出会いの場づくり応援事業のうち、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事

業」という。）は、次に掲げるものとする。 

（１）応援団に登録された、市内に事業所等の拠点がある企業、ＮＰＯ法人又は団体（実

行委員会等の任意団体を含む。）（以下「企業・団体等」という。）が、市内に在住

若しくは在勤し又は将来萩市に住む希望がある２０歳以上の独身者を対象に、１回の

イベントにつき、公募により募集定員概ね１０名以上で実施する婚活イベント事業。

ただし、営利活動に繋がるものやカップリングを実施しない懇親会や交流会とみなさ

れる交流イベントは除く。  

 

（２）応援団に登録された市内の複数の企業・団体等の連合体（以下「連合体」とい

う。）がそれぞれの企業・団体に所属している２０歳以上の独身者を対象に、参加者

概ね１０名以上で共同して実施する婚活イベント事業。ただし、営利活動に繋がるも

のやカップリングを実施しない懇親会や交流会とみなされる交流イベントは除く。  

 

（補助対象経費、補助率等）  

第４条 補助対象事業に係る補助対象経費、補助率等は、別表第１に定めるとおりとす

る。ただし、算出された補助額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てるものとする。  

 

（事業実施主体の要件）  

第５条 補助事業者は、応援団に登録された団体であって、別表第２に掲げるいずれにも

該当しない者とする。  



２ 補助事業者は、それぞれ次に掲げる要件を満たさなければならない。  

（１）企業・団体等 

ア 市内に活動の本拠地を有し、補助事業を実施する体制が確保されていること。  

イ 団体として独立した経理を行っていること。  

ウ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと、かつ、特定の公職

者（候補者を含む。次号において同じ。）又は政党を推薦し、支持し又は反対す

ることを目的とした団体でないこと。  

（２）連合体 

ア 申請者は、補助事業の共同実施に当たり、他の企業等から代表を委任された企

業等であること。  

イ 市内に事業所等を有すること。  

ウ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと、かつ、特定の公職

者又は政党を推薦し、支持し又は反対することを目的とした団体でないこと。  

 

（企画提案書の提出）  

第６条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、市長が別に定める企画提案

募集要領に規定する必要書類を提出しなければならない。  

 

（補助金の交付の申請）  

第７条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（別記

第１号様式）を市長に提出しなければならない。  

 

（補助の条件）  

第８条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。  

（１）この要綱の規定に従うこと。  

（２）補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び

支出に関する証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保管

しなければならないこと。  

（３）補助金を当該事業の目的以外の用途に使用してはならないこと。  

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速や

かに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。  

（５）補助事業の実施に当たっては、別表第２に掲げるいずれかに該当すると認められ

るものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じ

て行わなければならないこと。  

２ 前項の規定に違反した場合のほか、市長は、補助事業者が補助事業に関して補助金の

交付の決定の内容若しくはこれに付された条件又はこの要綱の規定若しくはこれに基づ

く市の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があ

った後においても取り消すことができる。 



（補助金の交付の決定）  

第９条 市長は、第７条第１項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたと

きは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該

申請をした者が別表第２のいずれかに該当すると認めるときを除く。  

２ 前項の規定により補助金の交付の決定を通知する場合において、補助金の交付の決定

に際して、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の申請に係る事項

に修正を加えることができる。  

 

（補助事業の変更等）  

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げ

るいずれかの事項に該当する場合は、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（別記第

２号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

（１） 補助事業の中止又は廃止 

（２） 補助金額の増額  

（３） 補助金交付決定額の３０パーセントを超える補助金額の減額 

（４） 補助事業の重要な部分の変更  

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認

めたときは、補助事業の中止若しくは廃止の承認決定又は補助金の交付の変更決定を

し、当該補助事業者に通知するものとする。  

 

（補助金の交付の決定の取消し）  

第11条 市長は、補助事業者が別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

 

（補助金の返還）  

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助

事業の当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該補助

事業者に対し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 

 

（実績報告等）  

第13条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、実績報告書（別記第３号様式）を補

助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経

過した日又は補助事業の実施年度の３月３１日のいずれか早い期日までに市長に提出し

なければならない。  

 

（補助金の額の確定）  

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類審査を行い、そ

の報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の通知内容に適合すると認めた

ときは、交付すべき補助金額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。 



２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合又は第11条の規定によ

り、交付の決定の全部若しくは一部を取り消した場合において、既にその額を超える補

助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 15条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとすると

きは、補助金精算払請求書（別記第４号様式）を市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払をす

ることができる。  

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき概算払を請求しようとするときは、概算

払請求書（別記様式第５号）を市長に請求しなければならない。 

 

（補助事業の遂行状況の報告及び調査）  

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の遂行状況

の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。  

 

（個人情報の保護）  

第17条 補助事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任の下で厳重に

管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に利用してはならない。  

２ 補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）及び萩市個人情報保護条例（平成１７年萩市条例第３０号）に規定する

内容を遵守しなければならない。  

 

（委任）  

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。  

 

附則  

１ この要綱は、平成２８年６月２８日から施行する。  

 

２ この要綱は、令和４年３月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条関係） 

１ 補助対象経費 ２ 補助率 ３ 補助限度額 

報償費、旅費、需用費、

役務費、委託料、使用料

及び賃借料 

補助対象経費の

１０分の１０ 

第３条第２項第１号に掲げる事業 １５万円 

第３条第２項第２号に掲げる事業 １０万円 

 

補助対象経費一覧（内容は、一例とする） 

 

備考 次の５つの経費は、補助対象経費とは認めない。 

・補助事業と直接関係がない団体の恒常的な運営経費 

・団体の内部の者に対する謝金及び委託料 

・補助事業の終了後も団体の財産となる備品購入費 

・宿泊を伴う企画における参加者及びスタッフの宿泊費 

・参加者やスタッフの自宅から会場までの交通費 

経費区分  内容 

報償費  報償金  ・講演会又は講習会等の講師に対する謝礼  

・施設利用等に対する謝礼  

・謝礼品等感謝の意を表し贈呈するための物品（報償物品）の購入経費  

旅費   ・補助事業者（スタッフ）の補助事業の運営に要する交通費 

需用費 （短期間の使用若しくは１回の使用で消費されるもの、毀損しやすいもの又は著しく長期

間の保存に耐えないものの類の取得に要する経費）  

消耗品費  ・文具類  

燃料費  ・事業に使用するバス等の燃料等  

印刷製本費  ・ポスター・チラシ印刷代又は写真現像   

食糧費 ・参加者飲食料、スタッフ弁当代等、但し、参加者の飲食費に対する補助は

１人当たり２，０００円を上限とする。 

役務費  通信運搬費  ・郵便料、切手代 

広告料  ・新聞広告料、テレビ・ラジオ等による広告料  

手数料  ・送金手数料等  

保険料  ・損害保険（イベント保険）の保険料等  

委託料 

 

 

 

（補助事業者が直接実施するより他の者に委託して実施する方が効率的であるものが対象）  

 

 

 

・ポスターの図案作成又はパンフレットの作成  

・テレビ放送料 

・旅行の企画、手配等 

使用料及び 

賃借料  

 

 

（一般に賃貸借契約に基づいて、その対価として支払われる経費）  

 

 

 

・施設、会場等又は自動車、機械類等の借上げ  

・著作権等の権利の使用 

・施設の入場料等 



別表第２（第５条、第８条、第９条、第１１条関係）  

 

１ 暴力団（萩市暴力団排除条例（平成２３年７月８日条例第21号。以下「暴排条

例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等

（同条第２号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 

２ 暴排条例第１１条又は第１２条の規定に違反した事実があるとき。 

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するもの

と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同

等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。 

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用していると

き。 

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、

物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の

維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認

められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、

又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したと

き。 

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。 

 


